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Ⅰ．我が国企業の海外展開の現状（港湾分野）
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主な海外港湾プロジェクト
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パティンバン港整備・運営事業
（インドネシア）

シハヌークビル港
新コンテナターミナル整備事業
新コンテナターミナル拡張事業
（カンボジア）

マンダレー港整備事業
ティラワ港拡張・運営事業
ダウェー深海港開発事業
（ミャンマー）

マタバリ港開発事業
（バングラデシュ）

トアマシナ港拡張事業
（マダガスカル）

ナカラ港開発事業、運営事業
（モザンビーク）

モンバサ港経済特区・港湾開発事業（ケニア）

ケニトラ大西洋新港建設事業（モロッコ）

アビジャン港穀物バース建設事業
（コートジボワール）

ダカール港第三埠頭改修事業
（セネガル）

ラ・ウニオン港開発事業
（エルサルバドル）

港湾整備事業（第二期）（イラク）

リエンチュウ港開発事業
ギソン港開発事業
（ベトナム）

タジュラ湾海上輸送能力強化事業（ジブチ）



港湾分野の海外展開（運営面）

各社へのヒアリングに基づき港湾局作成(2019年12月末時点)

Halifax

Jacksonville

Tacoma

Oakland

Dalian

Kaohsiung

Tanjung Priok
Buenos Aires

Riga

Antwerp

Owendo

Valencia

Bejaia

Valletta

Los Angeles

Long Beach

Ho Chi Minh
Cai Mep

Rotterdam

Sihanoukville

New York
/New Jersey

Lach Huyen

Thilawa

Santa Marta

Nacala

Pasir Panjang

Laem Chabang

：船社系
：商社系
：港運系

凡例

Hai Phong
Dung Quat

Santos

Inacio Barbosa

Itaqui

4

■本邦企業がターミナル運営に参画している主な海外港湾



主要港湾オペレータ別のコンテナ取扱量 （2021）

注)※：twenty-foot equivalent units 20ft（コンテナの長さ）換算のコンテナ取扱個数の単位。20ftコンテナ１個を１TEUとして計算。

2021
年

順位

(2020
年

順位)
企業名 本社所在国

2021取扱量

百万TEU※ 世界シェア
(％)

1 (1) China Cosco Shipping 中国 110.6 12.9 

2   (3) APM Terminals オランダ 92.1 10.8 

3   (2) PSA International シンガポール 91.8 10.7 

4   (4) Hutchison Ports 香港 85.6 10.0 

5   (5) DP World UAE 76.3 8.9 

6   (6) Terminal Investment Limited (TIL) スイス 57.8 6.7 

7   (7) China Merchants Port Holdings 香港 36.4 4.2 

8  (8) CMA CGM フランス 28.6 3.3 

9  (9) SSA Marine アメリカ 13.6 1.6 

10  (10) ICTSI フィリピン 12.9 1.5 

14 (14) 商船三井 日本 8.1 0.9 
15 (15) 日本郵船 日本 7.3 0.9 
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世界の港湾オペレータの現状

出典：Drewry Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast 2022-23より港湾局作成



Ⅱ．インフラシステム海外展開に係る政府方針
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• 2025年のインフラシステム受注額の目標として、新たに
「34兆円」を掲げる。

• 現行の総理によるトップセールス件数のほか、戦略遂行
上の指標として、新たなKPIの枠組みを検討する。

第４９回経協インフラ戦略会議資料等より国土交通省港湾局作成

１．コロナへの対応の集中的推進
中断中のインフラ案件への緊急対応や、展開国のニーズに応じた
医療・保健・公衆衛生分野の強靭化への貢献 等

２．カーボンニュートラルへの貢献
「２０５０年カーボンニュートラル実現」に向け、共同開発・実証、海外
市場の獲得等を通じ、我が国のカーボンニュートラルを促進するとと
もに、世界の脱炭素化にも貢献 等

３．デジタル技術・データの利用促進
デジタル技術による既存インフラの維持管理・運営の高度化、インフ
ラから得られるデータを活用したサービスの展開 等

４．コアとなる技術の確保
プロジェクトの中で重要技術や主導権を確保した上で、現地企業等
と連携したコスト競争力の確保に向けた取組を促進 等

５．質高インフラと現地との協創の推進
現地ニーズに合致した開発モデルを協創するため、スマートシティ
を始め、展開国の複合領域に跨るインフラ開発への上流からの関
与を強化 等

６．展開地域の経済的繁栄・連結性向上
ハード・ソフトの両面で、FOIPに資する戦略的な案件形成を推進す
るとともに、パートナー国との連携を強化 等

７．売り切りから継続的関与へ
我が国の強みの特定・類型化、ODA等を活用し、インフラ整備から
O&Mまでの一体的な案件形成を支援、現地との協業に向けた人材
育成・技術移転とのパッケージ支援 等

８．第三国での外国政府・機関との連携
パートナー国政府・機関との協力枠組構築（金融機関間の協力覚
書等）と具体案件支援 等

政府は2013年に策定した「インフラシステム輸出戦略」に基づき、「2020年に30兆円のインフラシステム受注」の目標に向け取組を推
進してきた。
2020年12月、第49回経協インフラ戦略会議にて、近年の情勢を踏まえて今後5年間を見据えた新たな目標を掲げた「インフラシステ
ム海外展開戦略2025」を策定。

概要概要

同戦略の施策体系 （8本柱）同戦略の施策体系 （8本柱）

（注）各種統計値等を元にした集計（現行集計から海外現法売上の計測等を精緻化）

インフラシステム海外展開戦略2025
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目標・KPIの設定目標・KPIの設定

・新興国企業との競争の激化
・SDGs（2015年国連）の考え方の普及
・国際情勢の複雑化（インド太平洋地域は様々な変化に直面）

現戦略策定（2013年）後の情勢変化

1. デジタル変革、カーボンニュートラルへの対応を通じた
経済成長の実現

2. 展開国の社会課題解決・SDGs達成への貢献
3. 「自由で開かれたインド太平洋」（FOIP）の実現

目的：「経済成長の実現」の単独目的から、３本の柱立てに

34兆



インフラシステム海外展開行動計画2022 （令和4年6月20日策定）

展開地域での連結性向上を通じて「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」に資するため、港湾プロジェクトの推進は
重要。競争環境も激化するなか、我が国企業の受注実績の拡大やノウハウの蓄積のため、以下に取り組む。

取組１：質の高い港湾インフラの展開を通じた現地との協創
→現地の産業発展や日本企業の進出への期待に応えるため、産業立地型港湾開発モデルのノウハウを提案。
→港湾技術基準の他国への普及、PIANC等国際機関を通じた国際標準化、港湾EDIの普及や港湾マスター
プラン等策定を推進。

→JICA港湾アルムナイ等により、研修生修了生のネットワーク化を推進し、ASEAN・大洋州地域等各国との良
好な関係を構築・発展。

取組２：官民連携による継続的な関与の実現
→トップセールス等の政府間対話、JICA・JOINとの協力、官民連携等により、整備から管理・運営までを見据え
た取組を強化。

→相手国への中長期的な港湾開発への支援を推進し、本邦企業による継続的な受注を図り、現地企業・人
材への技術移転等を通じて、相手国の人材育成や技術力向上に貢献。

取組３：取組を強化すべき課題への対応
→デジタル技術の活用：我が国港湾におけるヒトを支援するAIターミナルの実現に向け、将来的な輸出を視野に
取組を推進。

→気候変動への対応：カーボンニュートラルポートの形成。水素・アンモニア等の大量かつ安定・安価な供給を実
現するため、企業による海外積出港の環境整備等の取組を支援。

今後の展開の方向性
【港湾分野の取組】
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Ⅲ. 港湾分野の海外展開に関する取組

取組１：質の高い港湾インフラの展開を通じた現地との協創
取組２：官民連携による継続的な関与の実現
取組３：取組を強化すべき課題への対応
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取組１： 質の高い港湾インフラの展開を通じた
現地との協創
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【参考】日本の成功事例･･･鹿島港開発

開発前の鹿島港（1963年）

凡例： 航路掘削範囲

総事業費約1,400億円のうち
70%以上が公共投資

（全国総合開発計画等）

《主な視察者》
2014年10月 ミャンマー エー・ミン労働・雇用・社会保障大臣、

ハン・セイン運輸副大臣
2015年 4月 タイ アーコム運輸副大臣
2016年 2月 モザンビーク メスキータ運輸通信大臣
2017年 2月 ミャンマー タン・ミン商業大臣

穀物・食料品 エネルギー工業品

○製造品出荷額

○人口

約20億円
(茨城県の約1%)(1960年)

約23,250億円(約2.3兆円)
(茨城県の約19%) (2015年)

57,160人
(1960年)

162,854人
(2017年)

約3倍に増加

約1150倍に増加

産業立地型港湾開発モデルの提案 ～鹿島港の事例～

○ 我が国には、鹿島港に代表されるように、臨海部の産業立地と港湾開発等を一体的に推進する
「産業立地型港湾開発モデル」の成功事例があり、このノウハウを海外に提案する。
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産業立地型港湾開発のイメージ

公共投資
（ODA活用）
等による開発

民間投資等
による開発

一
体
的
に
開
発

Road, Electricity, Water, Sewage, Telecom

SEZのニーズと調和
した港湾施設政府による水際線の確保

SEZの魅力向上による
企業立地の促進

継続的な収入の確保
・立地企業からの税収
・港湾ターミナル運営権の売却益、利用料等

一体的な開発のイメージ

雇用の確保

●雇用創出、企業活動によって増大する税収を周辺インフラ整備の費用返済に充当
し、SEZ全体で継続的に収益を上げる仕組みが有効。

12

注) SEZ：Special Economic Zone



2015年 3月 「港湾近代化のための電子情報処理システム整備
計画」（供与限度額17.2億円）のE/N, G/Aに署名

2015年10月 (株)日立ソリューションズがシステム開発を受注
2018年 5月 港湾EDIシステムの運用開始

インターネット
関係事業者

本格的な港湾情報ネットワークの構築

港湾管理当局

2014年11月 第12回日ＡＳＥＡＮ交通大臣会合
において、港湾EDI導入ガイドラインが承認

ミャンマーの導入状況ミャンマーの導入状況

⇒ガイドラインを活用し、
ASEAN地域諸国に対する技
術者会合や売り込みを実施

○ ASEAN地域等において港湾物流に掛かる情報伝達の電子化を推進し、物流効率化や物流コストの削減を図るため、
港湾EDIシステムの普及を推進する。 ミャンマーでは同システムが稼働中。カンボジアでも2022年8月に稼働開始。

港湾EDIの特長港湾EDIの特長

• 入出港手続きのシングルウィンドウ化を実現

• 輸出入手続きシステムとマニフェスト情報の一部を連携

港湾ＥＤＩシステムの普及

2018年 3月 「港湾近代化のための電子情報処理システム整備
計画」（供与限度額13.4億円）のE/N, G/Aに署名

2020年12月 協和エクシオがシステム開発を受注
2022年18月 港湾EDIシステムの運用開始

シハヌークビル港、プノンペン港等において港湾EDIに必要なシス
テムを構築し、入出港に係る申請・届出等の電子化による手続の
合理化を図る。

＜導入前＞ ＜導入後＞
複数の行政機関に書類の提出が必要

港湾管理者

保安当局

税関

入国管理

検疫

船舶代理店

（申請者）

ミャンマーに導入した港湾EDIシステムの概要 G/A署名式の様子

カンボジアの導入状況カンボジアの導入状況

利用開始式典（2022年8月）
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日本の港湾建設・運営技術の優位性の検証

①岸壁の急速施工（ジャケット方式）

ジャケット施工の様子(ティラワ港)ジャケット工法のイメージ

東洋建設㈱

鋼管の立体トラス構造物の脚と打ち込んだ鋼管
杭を溶接等により結合させ、海底地盤に固定す
る構造。水平剛性が大きく、耐震性が高い。
工場で製作された桟橋等のジャケットを現地に
設置することで、急速施工・早期供用に貢献。
適用事例： ミャンマー・ティラワ港

②軟弱地盤の改良工法

CDM工法のイメージ CDM施工の様子(ラックフェン港)

五洋建設㈱

出典：(一社)日本埋立浚渫協会

軟弱地盤中にセメント系固化材を注入し、軟弱地盤とと
もに攪拌混合することで化学的に地盤を固化する。
沈下が少なく、改良効果が極めて高いため、早期に安
定した堅固な地盤に改良することが可能。
適用事例：インドネシア・パティンバン港、ベトナム・ラッ
クフェン港

③浚渫時に濁りを発生させない密閉グラブ

出典：(一社)日本埋立浚渫協会

重金属やダイオキシン類等で汚染された航路や泊地
における底泥の除去対策として開発された浚渫工
法。
密閉型のグラブバケットを採用することで濁りの発生
を極力防止し、精度の高い浚渫を実現。
適用事例：モザンビーク・ナカラ港

④効率的な港湾運営技術

ガントリークレーン１基１時間当たりの平均荷役積卸回数 レムチャバン港
コンテナターミナル

本邦企業は狭隘なターミナルでの効率的な運営に強
みがあるほか、丁寧かつ迅速な荷役、高質な荷物の
取り回しのノウハウを有する。
効率的な運営により、コンテナターミナルのクレーン設
置数やコンテナヤードの面積の削減が可能となり、初
期投資を抑えプロジェクトのリスクを低減させられる。

出典：(株)上組出典：ヒアリング, CK Hutchison Holdings HP及びJOC(Journal of Commerce)

○ 相手国の課題解決に資する我が国企業の提案力の強化を図るため、我が国技術の優位性に関する検証を行う。
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港湾技術基準の海外展開

15

日本企業が海外ビジネスを有利に展開できるよう、旺盛なインフラ需要が見込まれるアジア諸国等の発展途上国を対象に、日本の既存
基準類（港湾）を相手国の自然条件や技術・経済水準等に合わせた形で容易にカスタムメイドできる手法を確立し、日本ベースの技術・基
準類の国際展開を目指す。

日本ベースの技術・基準類を相手国ニーズに応じてカスタムメイドできる手法の確立

⇒ 日本の基準類をベースにした技術・基準類の戦略的な国際展開の実現

日本企業の海外港湾インフラビジネスにおける競争力の維持・向上

＜現状の問題点＞

ユーロコード（欧州規格）等の世界的な普及戦略

発展途上国で求められる技術水準と国内基準の相違

⇒ 日本の技術・基準のプレゼンスの低下に伴う、

日本企業の競争力の低下

＜課題＞

日本の既存基準類を相手国の基準体系、自然条件、
技術水準等に合わせた形で容易にカスタムメイドでき
る手法の構築

研究の背景・目的

現状の問題点と課題

ベトナム国家港湾基準の策定について、覚書の署名（平成26年3月、平成
29年6月、令和2年10月）（国土交通省とベトナム国交通運輸省）に基づき、
共同検討を行う。
＜内容＞

国総研とITST（運輸科学技術研究所）の港湾部門にて共同検討。
平成26年3月から令和4年3月までに、8項目の国家港湾基準が発行
済み。

カスタムメイド
日本基準

ベトナム国家港湾基準
（素案）

成果

＜今後＞
令和2年10月の覚書に基づき、新たな設計基準（防波堤、浚渫・埋立）の
2項目について、令和4年度までの基準原案策定、基準発行を目指す。
カスタムメイドに係る知見を整理
⇒ その他ASEAN諸国へ展開

ベトナムとの共同検討を実施

ベトナムとの共同検討

積極的な展開

令和2年10月、覚書更新



取組２： 官民連携による継続的な関与の実現
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海外港湾プロジェクト

川上段階
計画・構想策定

川中段階
調査設計・整備

川下段階
管理・運営

日本政府の取組 日本企業の取組

○ トップセールス等により我が国の強み
を積極的に売り込み

○ 海外港湾物流プロジェクト協議会を活用した
官民の情報交換等

官民連携

整備から管理・運営までを
見据えた案件形成

受
注
獲
得
受
注
獲
得
受
注
獲
得

○ODAプロジェクトを
足がかりに、海外で
継続的な案件受注
を図る

○現地に根ざすことで、
相手国の人材育成
や技術力向上にも
貢献

○ 政府間対話等により
受注した日本企業への
継続的なサポートを実施

○ JICA・JOIN等との連携
により、民間投資リスクを
低減

【
案
件
形
成
段
階
】

【
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
段
階
】

官民連携による継続的な関与の実現
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１．設立主旨

①官民情報の共有、意見交換 ②官民協働でのセミナー開催 ③訪日ミッションの受入れ 等

２．参加者

座 長：伊藤忠商事株式会社 取締役副会長 鈴木 善久

副 座 長：一般社団法人日本鉄鋼連盟 建設企画委員会委員長 遠藤 悟

民間企業：93社

関係機関：14機関

政府機関：国土交通省 （オブザーバー：外務省、財務省、経済産業省）

３．実施体制

第12回協議会の様子（2022年2月1日）

海外での港湾物流プロジェクトを官民協働で推進するため、官民の意見交換を行う場として設立する。

具体的には以下を行う。

海
外
港
湾
物
流

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会

インドネシアWG

メコン・ベトナムWG

インドWG

ミャンマーWG

ロシアWG

ASEAN・大洋州WG

※ 協議会は2010年度より概ね年1回開催（直近：第12回 2022年2月）
18
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海外においては、交通事業及び都市開発事業について、市場の継続的な成長発展が見込まれる。

しかし、これらの事業は、長期にわたる整備、運営段階の需要リスク、現地政府の影響力などの特性があり、収益

の発生に不確実な要素を有しており、民間のみでは海外進出は難しいという課題がある。

海外において交通事業及び都市開発事業を行う者等に対する資金の供給、専門家の派遣その他により、我が国

事業者の当該市場への参入の促進を図ることで、我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的として、

2014年10月に設立。

JICA JBIC NEXI 民間
金融機関

日本企業の海外インフラ市場での展開を通じ、経済の成長に寄与

協調

出融資 / 技術支援 / 
マスタープラン / 調査支援 等

出資 /
事業参画（人材育成等）

JOIN 民間企業

高速鉄道

高速道路

港湾ターミナル

都市開発

・・・

支援分野支援分野

ＪＯＩＮ （㈱海外交通・都市開発事業支援機構）

概要概要
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整備から管理・運営までを見据えた案件形成

○ ODA等の公的金融を活用して基本施設を整備し、PPP事業により必要に応じて上屋等の機能施設の整備と運営を
行う、整備から管理・運営までを見据えた案件形成を推進する。

ラックフェン港プロジェクトにおける官民分担（上下分離方式）

コンテナターミナル（延長750m（2バース））
岸壁水深14m、航路水深14m、防波堤3,230m、防砂堤7,600m

道路･橋梁 総事業費約440億円
・アクセス道路約16km（うち橋梁約5km）

参考

プロジェクトの位置図と主な進出企業

王子製紙
矢崎総業

富士ゼロックス
京セラ

愛知時計電機

ハイフォン港
連絡橋

アクセス道路

ラックフェン港バース
No.1及びNo.2（供用中）

ラックフェン港バース
No.3及びNo.4

（破線部は拡張予定地区）

ブリジストン

代表例：ベトナム ラックフェン国際港

• 日メコン首脳会議にて、円借款による支援と日本企業の参画方針
を確認。

• ベトナムの首都ハノイ市と北部海岸沿いの一帯には、日本企業
が多数進出。

• ラックフェン国際港の整備を行うことにより、増大する貨物需要
や海運市場における船舶の大型化への対応を図り、同国の経
済発展を促進するとともに、国際競争力を強化。

背景

プロジェクトの形成

プロジェクトの概要 ODAとPPPの一体的プロジェクト

トップセールスによる案件形成

• 円借款により防波堤、浚渫、埋立等の整備（日本企業が受注）

• 日越合弁企業が岸壁、荷役機械等の整備、ターミナル運営。 ラックフェン港コンテナターミナルの稼働状況



取組３： 取組を強化すべき課題への対応

３－１： デジタル技術の活用

３－２： 気候変動への対応
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IC

目指すべき方向性

ＡＩ等を活用した荷繰り回数の

最小化等によるターミナルオペ
レーションの最適化

遠隔操作化によるRTG（※）処理能力の
最大化とオペレーター労働環境の改善

外来トレーラーの自働化による
ドライバーの労働環境改善と
コンテナ輸送力の維持

IC

コンテナダメージチェック支援

システムの開発によるコンテナ
搬出入の迅速化

荷役機械の作動データの蓄積・

分析による故障の予兆の事前把握

熟練技能者の荷役操作の
暗黙知を継承することによる
若手技能者の早期育成

新・港湾情報システム「CONPAS」の活用による
コンテナ搬出入処理能力の向上

※RTG：タイヤ式門型クレーン（Rubber Tired Gantry crane)

外来シャーシの構内
滞在時間の最小化

本船荷役時間の
最小化

荷役機械の燃料、維持修繕費
節約によるコスト削減

「ヒトを支援するＡＩターミナル」
のイメージ

我が国コンテナターミナルにおいて、「ヒトを支援するAIターミナル」を実現し、良好な労働環境と世界最高水準の生産
性を確保するため、AI等を活用したターミナルオペレーションの最適化に関する実証等を行うとともに、遠隔操作RTG
の導入を促進する。

港湾労働者の
労働環境の改善

○我が国港湾におけるヒトを支援するAIターミナルの実現に向け、将来的なAIターミナル技術とインフラシステム整備
とのパッケージとして輸出することを視野に取組を推進。

ヒトを支援するＡＩターミナル
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①水素・燃料アンモニア等の大量・安定・安価な輸入や貯蔵等を可能とする受入環境の整備や、
②脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じ、カーボンニュートラルポートの形成を推進する。

カーボンニュートラルポート（CNP）の形成イメージ
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